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３ ６次産業化事業体を支援するために行う県の施策 

６次産業化に取り組む事業者に対する県の支援施策については、これまでと同様に国の施策と連

動し、各種支援制度及び交付金等を活用した施策を引き続き実施するとともに、前述の６次産業化

推進の方向性に沿って、本県における特性や６次産業化を推進する上での課題を踏まえた支援施策

についても実施する。 

⑴  方針と施策 

施策１ ６次産業化に取り組む事業者の経営改善等を支援する。

施策２ 需要ニーズに合わせた商品開発に取り組む人材を育成する

施策３ 商品開発や加工機械・施設の整備等を支援する

施策４ 新たな市場の獲得に対する取組を支援する

施策５ 他産業との積極的な連携を支援する

施策６ 加工・業務用需要等のニーズを捉えた商品開発を支援する

施策７ 健康機能性等の特性を活用した商品開発ができる人材を育成する

（取組方針１）多様なニーズに対応する戦略的な販路拡大と加工・販売機能の強化

（取組方針２）食品産業など他産業との連携による農林水産物の付加価値向上

 
 
⑵ 令和４年度６次産業化推進事業（案） 

６次産業化推進事業として、事業者毎のステージに合わせた支援を行い、６次産業化に関す

る取組を推進する。 

● 農産物活用支援強化事業 

農産加工に取り組み始める農業者に対し、農産加工に関する基礎知識の習得および販路の

確保を支援する。 

ア 新規起業者育成支援 （施策２対応） 

農業者や産地に対し、農産加工に必要な各種講習会を開催し、新規起業者の育成および

新商品開発を支援する。 

イ 加工機器・機材等の設備支援（施策３対応） 

農産物の加工に必要な機器・器具の購入、新商品開発のための試作研究費、商品パッケー
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ジに要する経費の一部補助する。 

ウ 商品開発・販路開拓支援（施策２、４対応） 

個別相談会の実施による個々の課題の把握およびノウハウ習得を支援し、直売所やファ

ーマーズなどの地域内需要に応じた商品開発を促進するとともに、販路開拓に関する講習

会を実施する。 

● 地域農林水産物活用支援事業 

 県産農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発に取り組む人材を育成するため、商品開

発および販路開拓等を総合的に支援する。 

ア 商品開発に係る人材育成（施策２、６、７対応） 

外部専門家による個別指導を行い、商品開発や販路開拓に関する伴走的な支援を行うと

ともに、集合研修において商品開発に係る人材育成や商談会に関するノウハウの習得を支

援する。 

イ 加工品グランプリの開催（施策４対応） 

県産農林水産物を活用した加工品の品質及び認知度向上を図り、また本事業で開発した

商品のテストマーケティングの場としても活用することを目的とした加工品グランプリを

開催する。また開催後に県内小売店等で期間限定の販売会を実施する。 

ウ 他産業との連携支援（施策５対応） 

支援対象事業者等の取組に対し、適宜、助言・指導を行う「地域農林水産物活用支援ア

シスタント」を配置し、実施する個別指導の補完や取組の進捗管理、必要に応じた地元市町

村等や他産業との連携体制との構築、その他６次産業化に関する相談等に対し専門家を交

えた支援を行う。 

エ 商談会の開催（施策４対応） 

完成した商品の販路開拓の機会を創出し、商談会等出展支援や県内外での販促活動を支

援する。 

オ 商品開発・市場調査・販路開拓に係る経費の一部補助（施策３対応） 

県産農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発に取り組む人材を育成するため、商品

のブラッシュアップに必要な商品開発や販路開拓等に係る経費の一部を補助する。 

● ６次産業化支援事業 

地域資源の新たな利用、高付加価値化等につながる６次産業化を推進するため支援体制の

整備及び六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定事業者が行う事業の一部補助

を行う。農業経営の多角化を支援することで、地域における雇用創出や所得増大につながり、

地域価値の向上を図る。 

ア ６次産業化サポートセンターの設置（施策１対応） 

相談窓口となる６次産業化サポートセンターを設置し、６次産業化に取り組む農林漁業

者等への助言・指導を行う６次産業化プランナーによる経営全体の付加価値額を増加させ

るため、経営改善戦略を作成し事業者支援を行う。 
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イ 新商品開発や市場調査費、新商品開発の生産に必要な機器等に要する経費の補助（施策

３対応） 

農林水産省の農山漁村発イノベーション対策事業を活用し、農林水産物を利用した新商

品の開発や商品販路拡大や、農林水産物の加工機械・施設の整備に係る費用の一部を補助

する。 

 

≪図の説明≫ 

まず、起業開始段階として、農産加工に取り組み始める生産者や産地を育成し、起業化に取り組む

事業者を対象とした「農産物活用支援強化事業」を行う。 

次に、農業経営の多角化に取り組み企業化を目指す事業者に対し、本格的な加工や販売に関する

ノウハウ習得を支援する「県産農林水産物活用支援事業」を実施する。 

さらなる事業規模拡大や異業種間連携の構築、生産基盤拡大等を目指す事業者に対し、「６次産業化

支援事業」で経営課題の解決のサポート等を支援する。 

３段階の事業で６次産業化事業者自身の着実なステップアップを促すとともに、支援効果が広く

波及するしくみを構築することで６次産業化の拡大を図る。 
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第４章 育成を図る６次産業化事業体の将来像 

 

前段のとおり県が６次事産業化を推進するにあたって、期待する６次産業化事業体の将来像とし

て下記の３つをあげる。６次産業化事業体の事業をとおして地域への波及効果を生み出し、雇用の

確保や農林漁業者の所得向上が図られ、それが農山漁村地域の再生・活性化に繋がることを期待す

るものである。 

１ 将来像１ 継続的に成長する事業体 

農林漁業者等の事業体が６次産業化に取り組むにあたっては、自ら有する経営資源や地域内の地

域資源から自社の持ち味や独自性を生かす必要があるほか、市場を観察し市場における自らの立ち

位置についても認識した上で、６次産業化により達成する目標を明確に定め、それを達成する事業

計画と事業スキームを構築する必要がある。 

また、６次産業化に取り組むにあたっては、各種融資や補助を活用して事業発展のステージに合

った事業規模の維持・拡大に取り組みつつ、地域の生産者や産地との連携、異業種との連携などによ

る課題解決などを図ることにより、継続的に成長する自立した事業体を目指すべきである。 

２ 将来像２ 地域と共生する事業体 

農林漁業者等の単体による６次産業化の取組に留まらず、他の生産者に加え、製造業者や流通業

者及び小売業者など、様々な事業者と連携するとともに、市町村や商工団体、観光協会など地域の関

係団体とともにネットワークを構築するなど、地域ぐるみの取組により地域を発展させ、共生する

事業体となることが望ましい。 

また、このような試みを行うことにより、生産者間の連携において産地の組織化が図られ、異業種

との連携においては新たな６次産業化事業体の創出に繋げていくことが期待される。 

３ 将来像３ 地域で雇用を生み出す事業体 

農山漁村地域において農林漁業者等による６次産業化の取組が推進され事業体として成長・発展

するにあたり、農林漁業者等も含め、生産又は製造、流通、販売など関連分野の事業体において雇用

機会を創出し、雇用された従業員が地域に定着することによって農山漁村地域が活性化し、地域社

会を維持することに貢献する事業体となることが望ましい。 

また、このような６次産業化の取組により地域に人が定着することで、地域を支える福祉・医療・

教育などを含めた地域の振興が図られることが期待される。 
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第５章 今後の６次産業化推進の成果目標 

 

６次産業化関連事業者の事業規模を図るものとして「６次産業化年間販売額」を指標とする。ま

た、食品製造業や観光関連産業などの他産業と６次産業化事業体との連携を図るものとして、「他産

業と連携している農産加工事業体の割合」を指標とする。 

これらの指標は「新たな振興計画」に定めた成果指標と同じものであり、目標値についても同じ数

値としている。 

指標 単位
現状値

（令和元年度）
目標値

（令和８年度）

（継続）６次産業化年間販売額 百万円 24,313 26,063

（新規）他産業と連携している農産加工
　　　　事業体の割合

％ 35.3 45.4

 

 


